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①手帳 
②登録を希望される自動車の自動車検査証（車検証） 
③運転免許証（障害者ご本人が運転される場合のみ） 
④お手持ちの割引証（※必要がなくなりますので返納し
てください） 
①手帳 
②登録を希望される自動車の自動車検査証（車検証） 
③運転免許証（障害者ご本人が運転される場合のみ） 
④お手持ちの割引証 
⑤ETCカード（※原則として障害者本人名義のものに限ります） 
⑥登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC
車載器セットアップ申込書・証明書」 

申請に際して必要なもの�

最近、全国的に本人の知らない間に、第三
者による婚姻・養子縁組等の届出がされると
いう虚偽の戸籍届出事件が発生しています。
そのため、伊奈町では虚偽の届出を防ぎ、

みなさんの身分を証明する戸籍の正確性を確
保するため、戸籍の届出をされる方に顔写真
の貼付された、官公署で発行の身分証明書等
の提示をお願いすることになりました。
○対象となる戸籍届出
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・
離婚の際に称していた氏を称する届・離縁の
際に称していた氏を称する届・転籍届・分籍
届・認知届・親権者指定届・復氏届・姻族関
係終了届・入籍届・国籍選択届・外国人との
婚姻による氏の変更届・外国人との離婚によ
る氏の変更届
※家庭裁判所の許可を受けているものは除き
ます。
なお、届出の際に顔写真の貼付された身分

証明書を持っていない方でも、届出はできま
す。この場合は後日、本人確認できなかった
届出人の方に、届出があったことを郵便でお
知らせします。
みなさんのご理解・ご協力をお願いいたし

ます。
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。
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。
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。
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ら
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人 口 と 世 帯
（平成15年12月１日現在）
（ ）内は前月比

人　口 35,152 人 （＋ 45）
世帯数 12,223世帯（＋ 32）
男　 17,876 人 （＋ 29）
女　 17,276 人 （＋ 16）

橋
口
さ
ん
「
今
日
は
お
兄
ち
ゃ
ん

が
幼
稚
園
な
の
で
、
下
の
子
と
一

緒
に
近
所
同
士
の
山
上
さ
ん
と
乗

り
合
わ
せ
で
来
ま
し
た
が
、
い
ろ

い
ろ
な
行
事
が
あ
っ
て
、
ク
リ
ス

マ
ス
会
な
ど
も
楽
し
み
で
す
ね
。」

お
二
人
と
も
に
笑
顔
で
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

「
文
化
祭
な
ど
に
も
行
き
ま
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が
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ど
も
を
持
つ
親
と
し
て
は
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ー
な
ど
も
開

催
し
て
、
も
っ
と
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
大
き
く
盛
り
上
げ
て
も
ら
え
た

ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。」
と
貴
重

な
ご
意
見
ま
で
い
た
だ
き
ま
し

た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
最
中
も
熱

心
に
絵
を
塗
っ
て
い
た
亜
美
佳
ち

ゃ
ん
、
和
央
く
ん
は
思
い
ど
お
り

に
描
け
た
か
な
？
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12
月
２
日
に
行
わ
れ
た
母
子
愛

育
会
主
催
の
「
ふ
れ
あ
い
広
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」

に
お
邪
魔
し
ま
し
た
。
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ー
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汁
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も
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。

そ
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）
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り
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さ
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、
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親
子
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

山
上
さ
ん
「
広
報
紙
を
ま
め
に
読

ん
で
、
町
の
行
事
に
は
よ
く
参
加

し
て
い
ま
す
。
こ
の
ふ
れ
あ
い
広

場
に
も
伊
奈
町
に
越
し
て
き
て
か

ら
ず
っ
と
来
て
い
て
、
今
回
で
３

回
目
に
な
り
ま
す
ね
。」
と
う
れ

し
い
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

▲うまくぬり絵はかけたかな

■町長相談 企画調整課 2214
ところ 役場２階町長公室
町政全般について、町長が直接相談に応じます。
※事前の電話予約が必要です。
■教育相談 教育委員会 2521
と　き 14日・28日（第２・４水曜）9：00～12：00
ところ 役場２階第７会議室
教育長が、教育問題についての相談に応じます。
※希望者は、事前に連絡してください。
■暴力団被害相談 地域振興課 2282
と　き 13日（第２火曜）13：00～16：00
ところ 役場２階第２相談室
上尾警察署員が暴力団員等による不当な行為で
困っている方の相談に応じます。
■登記相談 地域振興課
と　き 16日（第３金曜）13：00～16：00
ところ 役場２階第２相談室
登記や供託、訴訟書類の作成などについて、司
法書士が相談に応じます。
■行政手続き相談 地域振興課
と　き 21日（第３水曜）13：00～16：00
ところ 役場２階第２相談室
行政書士が会社設立、農地転用、開発許可、相
続等の手続きの相談に応じます。
■法律相談 地域振興課
と　き 23日（第４金曜）13：00～15：00
受　付 12：00～14：30 受付順
ところ 役場２階第２相談室
弁護士が、契約、相続、交通事故の損害賠償、
訴訟の手続きなどの相談に応じます。
■行政相談 地域振興課
と　き 28日（第４水曜）10：00～12：00
ところ 役場２階第２相談室
行政相談委員が、国・県・町の行政に関する要
望や苦情などの相談に応じます。
■税の相談 税務課 2152
と　き 22日� 10：00～15：00
ところ 役場１階第１相談室
大宮税務相談室係官が、相続税・贈与税などの
相談に応じます。
■消費生活相談 商工農政課 2241
と　き 8・15・22・29日　10：00～15：30
ところ 役場２階第２相談室
消費生活専門相談員が消費者契約トラブル等の
相談に応じます。
■女性相談 人権推進課 2219
と　き 14日（第２水曜）10：00～12：00
ところ 役場２階第２相談室
女性相談員が、いろいろな相談に応じます。
■人権相談 人権推進課
と　き 21日（第３水曜）9：00～12：00
ところ 役場２階第２相談室
人権擁護委員が、人権侵害の問題や、もめごと
などの相談に応じます。
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■児童相談 健康生活課 2143
と　き 27日（第４火曜）10：00～15：00
ところ 総合センター内�児童館
家庭児童相談員が、子どものしつけや生活につ
いての相談に応じます。

内�

■結婚相談 住民課 2114
と　き 21日（第３水曜）9：00～12：00
ところ 総合センター内ボランティアビューロー
相談員が結婚を希望する方の相談に応じます。

内�

■心配ごと相談 社会福祉協議会�722-9990
と　き 7・14・21・28日　9：00～12：00
ところ ふれあい福祉センター相談室
民生委員・児童委員が、生活上の迷い、困りご
との相談に応じます。

～製造業を営む事業者の�
　　　　　　　　　　みなさまへ～�

工業統計調査の回収にご協力を！�

経済産業省�
埼　玉　県�
伊　奈　町�

　12月中に配布させてい
ただいた調査票は、１月
の中旬より、県知事より
任命を受けた調査員が随
時回収にお伺いいたしま
すので、調査票の正確な
記入につきましてよろし
くお願い申しあげます。�


